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福
岡
世
徳
文
書
研
究
会

（
竹
永
三
男
・
沼
本

龍
・
内
田

融
・
大
國
由
美
子
・

居
石
由
樹
子
・
小
林
奈
緒
子
・
本
井
優
太
郎
）

摘

要

福
岡
世
徳
（
一
八
四
八
〜
一
九
二
七
年
）
は
、
初
代
松
江
市
長
と
し
て
、
市
長
在
任
期
間
（
一
八
八
九
〜
一
九
一
一
年
）
を
通
し
て
松
江
市
の
発
展
の
た

め
に
尽
力
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
記
録
を
「
公
務
手
帳
」
に
記
載
し
て
い
た
。
今
回
翻
刻
す
る
史
料
で
は
、
福
岡
世
徳
も
出
席
し
た
島
根
県
の
島
司
郡
市

長
会
議
の
内
容
や
福
岡
世
徳
の
小
学
校
視
察
の
要
点
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

福
岡
世
徳
、
初
代
松
江
市
長
、
島
司
郡
市
長
会
議
、
小
学
校
視
察

〔
解
説
〕

初
代
松
江
市
長
と
し
て
草
創
期
の
松
江
市
政
を
担
当
し
、
一
九
一
一
年
ま
で
四

期
二
二
年
間
に
わ
た
っ
て
在
任
し
た
福
岡
世
徳
の
生
涯
と
事
績
に
つ
い
て
は
、
本

誌
ほ
か
に
連
載
し
て
き
た
翻
刻
史
料
等
の
分
析
に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
『
初
代
松

江
市
長
福
岡
世
徳

そ
の
旅
と
松
江
振
興
策
』（
山
陰
研
究
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
２
、
島

根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
。
後
、
今
井
出
版
か
ら
販

売
）
に
詳
述
し
た
。
福
岡
世
徳
は
、
市
長
在
任
中
、
公
務
に
関
す
る
詳
細
な
記
録

を
「
公
務
手
帳
」（
松
江
市
北
堀
町
・
福
岡
家
所
蔵
。
現
在
一
二
冊
を
確
認
）
に
記

し
て
い
た
。
こ
の
「
公
務
手
帳
」
に
は
、
日
本
資
本
主
義
確
立
期
の
全
国
的
な
地

域
格
差
の
形
成
の
中
で
「
裏
日
本
」
化
し
て
い
く
松
江
市
の
振
興
策
を
求
め
て
、

陳
情
と
情
報
収
集
に
努
め
た
福
岡
世
徳
の
市
長
と
し
て
の
活
動
が
詳
細
に
記
録
さ

れ
て
い
る
。

今
回
翻
刻
す
る
第
九
冊
の
内
容
は
、【
表
】
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
翻
刻
し
た
八
冊
の
「
公
務
手
帳
」
同
様
、
本
冊
に
は
、
福
岡
世
徳
市
長
の
出
張

記
事
が
三
回
分
収
め
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
兵
営
誘
致
の
た
め
の
陳
情
・
情
報
収

集
活
動
を
行
っ
た
一
九
〇
七
年
一
月
二
〇
日
か
ら
三
月
二
〇
日
に
至
る
六
〇
日
間

の
東
京
出
張
記
事
は
、「
公
務
手
帳
」
第
八
冊
記
載
分
（『
山
陰
研
究
第
五
号
、
二

〇
一
二
年
）
に
続
く
最
後
の
五
日
間
の
み
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
一
九
〇
八
年
一

山
陰
研
究
（
第
六
号
）
二
〇
一
三
年
十
二
月
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一
月
二
二
日
か
ら
二
八
日
に
至
る
浜
田
出
張
記
事
（
歩
兵
第
二
十
一
聯
隊
の
招
魂

祭
出
席
）
も
、
松
江
出
発
日
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
に
止
ま
る
。
従
っ
て
、
出

張
の
全
日
程
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
〇
七
年
一
一
月
一
八
日
か
ら
二
三

日
に
至
る
浜
田
出
張
記
事
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
本
冊
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
福
岡
世
徳
市
長
が
行
っ
た
松
江
市

内
の
小
学
校
巡
視
記
事
と
島
根
県
知
事
が
招
集
し
た
三
度
の
郡
市
長
会
議
記
事
で

あ
る
。
こ
の
中
、
前
者
の
小
学
校
巡
視
記
事
で
は
、
第
一
に
、
教
員
・
生
徒
の
声

の
高
低
・
調
子
な
ど
「
発
音
言
語
」
に
対
す
る
市
長
の
感
想
が
具
体
的
に
記
載
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
聲
頗
ル
低
ク
聞
ヘ
通
ル
事
」
が
あ
っ

た
白
潟
小
学
校
の
教
員
に
「
注
意
シ
置
ク
」
な
ど
、
授
業
方
法
に
対
す
る
具
体
的

な
指
導
も
直
接
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
二
に
、

各
学
校
で
は
「
校
訓
」
を
調
査
し
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
書
き
記
し
て
い
る
。
こ

の
記
事
に
よ
り
、「
姿
勢
ノ
二
字
ヲ
記
載
」（
一
、
二
学
年
は
仮
名
書
き
）
す
る
の
み

で
「
校
訓
様
ノ
事
」
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
白
潟
小
学
校
を
除
く
、
北
堀
尋
常
小

学
校
、
母
衣
尋
常
小
学
校
、
雑
賀
尋
常
小
学
校
の
「
校
訓
」
を
具
体
的
に
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
福
岡
世
徳
の
陳
情
・
情
報
収
集
活
動
の
特
徴
が
、
極
め
て
精
力
的

な
活
動
量
、
最
後
の
成
果
を
確
認
す
る
ま
で
は
何
事
も
自
ら
事
に
当
た
る
と
い
う

徹
底
ぶ
り
、
松
江
市
・
島
根
県
の
人
脈
を
活
用
し
た
活
動
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ

と
は
前
述
の
『
初
代
松
江
市
長

福
岡
世
徳
』
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

の
小
学
校
視
察
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
お
ざ
な
り
な
対
応
で
は
な
く
、
徹
底
し
て

具
体
的
な
活
動
を
行
う
と
こ
ろ
に
、
市
長
と
し
て
の
福
岡
世
徳
の
真
骨
頂
が
あ
っ

た
。
福
岡
市
長
が
こ
の
よ
う
に
小
学
校
の
巡
視
を
行
い
、
各
学
校
の
授
業
方
法
・

指
導
内
容
を
詳
細
に
確
認
し
指
導
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
年
か
ら
義
務
教
育
が
四

年
か
ら
六
年
に
延
長
さ
れ
た
こ
と
、
日
露
戦
後
の
時
期
に
義
務
教
育
の
就
学
率
が

男
子
を
中
心
に
向
上
し
た
こ
と
な
ど
、
教
育
状
況
の
大
き
な
変
化
が
あ
ろ
う
。

備考

松江出発の１月２０日
から３月１５日までは第八冊に記載①

会議名称のみ

巡視は各学校１日ずつ

記事内容

東京における兵営誘致のための陳情・情報収集
活動

嘉仁皇太子山陰道行啓日程

郡市長会議における松永武吉島根県知事の注意
事項

那賀郡浜田町（陸軍歩兵第二十一聯隊所在地）
における招魂祭参列のため浜田出張

島司郡市長会議

松江市内の小学校巡視記事（高等小学校および
内中原・北堀・白潟・母衣・雑賀各尋常小学校）

郡市長会議議事

山陰線敷設関係経費

那賀郡浜田町における招魂祭出席のため、松江
出発

月日

３月１６日
～３月２０日

５月１０日
～６月３日

５月４日

１１月１８日
～１１月２３日

１月２０日

２月２０日
～３月５日の中

５月４日

１１月２２日
（～１１月２８日②）

年

一
九
〇
七
年

一
九
〇
八
年

注：①「初代松江市長・福岡世徳文書（八）」『山陰研究』第５号、２０１２年
②浜田出張期間の確認は、福岡世徳文書「備忘録」（『山陰地域研究（伝統文化）』島根大学山陰地域研究総合センター、
第６号、１９９０年）による。「公務手帳」第九冊に続く時期を記載した「公務手帳」は見出されていないため、１１月
２３日以降の行動は不詳である。

【表】福岡世徳「公務手帳」第九冊所収の主要記事

七
六

初
代
松
江
市
長
・
福
岡
世
徳
文
書
（
九
）（
福
岡
世
徳
文
書
研
究
会
）
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い
ま
一
つ
は
郡
市
長
会
議
（「
島
司
郡
市
長
会
議
」）
関
係
記
事
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
先
ず
、
政
府
・
内
務
省
に
よ
る
、
国
の
地
方
行
政
機
関
で
あ
る
北
海
道
庁
・

府
県
お
よ
び
郡
と
、
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
統
轄
方
法
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

そ
の
第
一
は
、
法
制
度
に
よ
る
統
制
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
に
は
「
明
治
二
十
三

年
法
律
第
三
十
五
号
府
県
制
」「
明
治
二
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
郡
制
」、
後
者
に

は
「
明
治
二
十
一
年
法
律
第
一
号
市
制
・
町
村
制
」
を
制
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
の
在
り
方
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
国
（
内
務
省
）→

道
庁
府

県→

郡→

町
村
と
道
庁
府
県→
市
と
い
う
指
揮
命
令
・
監
督
ル
ー
ト
を
定
め
た
の

で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
れ
に
加
え
て
、
指
導
・
監
督
と
指
示
の
徹
底
の
た
め
に
、

文
書
に
よ
る
指
令
（「
通
牒
」）
と
「
伺
」
に
対
す
る
回
答
と
と
も
に
、「
内
務
報
告

例
」（
最
初
は
明
治
一
九
年
内
務
省
令
第
十
九
号
）
に
よ
っ
て
行
政
実
態
の
報
告
書

式
を
定
め
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
内
務
大
臣
が
招
集
し
、
北
海
道
庁
長
官
・
府
県

知
事
を
招
集
し
て
開
催
す
る
地
方
長
官
会
議
、
同
会
議
に
出
席
し
て
任
地
に
帰
っ

た
知
事
が
招
集
す
る
郡
市
長
会
議
（
離
島
を
も
つ
場
合
は
島
司
郡
市
長
会
議
）、
同

会
議
に
出
席
し
た
郡
長
が
招
集
す
る
町
村
長
会
議
と
い
う
会
議
系
列
を
設
定
し
、

こ
れ
ら
の
会
議
を
通
し
て
政
府
方
針
の
徹
底
と
下
級
機
関
か
ら
の
意
見
・
要
望
の

聴
取
・
協
議
を
行
っ
た
（
竹
永
三
男
一
九
九
二
年
、
二
〇
〇
四
年
ほ
か
）。
本
冊
に

記
載
さ
れ
て
い
る
三
回
の
「
郡
市
長
会
議
（
島
司
郡
市
長
会
議
）」
は
、
こ
の
よ
う

な
会
議
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
島
根
県
当
局
が
県
内
の
郡
市
長

に
対
し
て
行
っ
た
指
令
等
の
内
容
を
具
体
的
に
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
松
江
市

長
で
あ
る
福
岡
世
徳
が
そ
の
指
令
等
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
か
を
直
接

確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
参
考
史
料
と
し
て
、
本
冊
に
記
載
さ
れ
て
い
る
三
回
の
「
島
司
郡
市

長
会
議
」
に
関
す
る
『
山
陰
新
聞
』
の
記
事
を
掲
げ
て
お
く
（
漢
字
は
常
用
漢
字

に
改
め
た
）。

【
史
料
１
】
一
九
〇
七
年
五
月
四
日
開
催
（『
山
陰
新
聞
』
一
九
〇
七
年
五
月
五
日
）

●
島
司
郡
市
長
会
議

既
記
の
如
く
昨
日
午
前
正
九
時
よ
り
県
会
議
事
堂

に
於
て
島
司
、
各
郡
、
市
長
会
議
を
開
け
り
松
永
知
事
は
藤
本
第
一
部
長
、

本
間
第
二
部
長
、
堀
田
第
四
部
長
、
小
笠
原
技
師
及
ひ
各
部
各
係
主
任
属
官

と
共
に
臨
場
し
行
啓
事
務
に
付
曩
き
に
地
方
官
会
議
に
於
け
る
各
大
臣
の
意

（
し
カ
）

見
及
ひ
自
己
の
方
針
を
述
べ
て
一
場
の
訓
示
と
な
□
十
時
過
き
全
く
終
了
閉

会
せ
り

【
史
料
２
】
一
九
〇
八
年
一
月
二
〇
日
開
催
（『
山
陰
新
聞
』
一
九
〇
八
年
一
月
二

一
日
）

●
島
司
郡
市
長
会
議

既
記
の
如
く
昨
日
午
前
十
時
よ
り
県
会
議
事
堂
に

お
い
て
開
会
せ
り
松
永
知
事
は
藤
本
内
務
部
長
和
田
警
察
部
長
本
間
地
方
課

長
小
笠
原
土
木
課
長
阿
山
会
計
課
長
地
方
課
員
一
同
各
課
主
席
属
技
手
と
共

（
し
カ
）

に
臨
場
し
て
一
場
の
訓
示
演
説
を
な
□
終
て
知
事
議
長
席
に
就
き
訓
示
お
よ

び
諮
問
案
の
協
議
に
移
り
正
午
休
憩
喫
飯
午
后
一
時
よ
り
再
び
開
会
せ
り
尚

ほ
欠
席
は
猪
股
那
賀
郡
長
一
人
の
み
な
り
し

【
史
料
３
】
一
九
〇
八
年
五
月
四
日
開
催
（『
山
陰
新
聞
』
一
九
〇
八
年
五
月
五
日
）

●
島
司
郡
市
長
会
議

既
記
の
如
く
昨
日
午
前
十
時
半
よ
り
本
県
会
議
事

所
に
お
い
て
開
会
せ
り
若
林
知
事
は
藤
本
、
和
田
、
本
間
三
事
務
官
、
青
山

事
務
官
補
、
三
谷
林
業
技
師
、
長
谷
川
、
松
浦
、
松
本
、
和
久
利
、
山
本
、

井
川
の
各
県
属
、
牛
尾
県
技
手
、
賀
山
、
高
橋
両
警
部
を
随
へ
臨
場
し
地
方

官
会
議
の
結
果
に
基
き
諸
般
の
訓
示
演
説
を
な
し
正
午
休
憩
、
午
後
一
時
よ

り
引
続
き
開
会
、
藤
本
内
務
部
長
会
長
席
に
着
き
別
項
の
訓
示
事
項
そ
の
他

に
つ
き
協
議
を
開
始
せ
り
本
日
も
定
刻
よ
り
開
始
し
て
前
日
の
議
事
を
継
続
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審
議
し
本
日
を
も
つ
て
閉
会
し
明
日
よ
り
夫
々
帰
任
の
途
に
就
く
筈
な
り

●
島
司
郡
市
長
会
議
案

昨
日
よ
り
開
会
の
島
司
郡
市
長
会
議
に
若
林
知
事
よ
り
提
出
せ
し
議
案
左
の

如
し▲

衆
議
院
議
員
選
挙
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
地
方
課
税
の
制
限
並
に
地
方
経
営
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
市
町
村
予
算
中
許
可
を
受
く
へ
き
も
の
ゝ
進
達
に
関
す
る
件
〔
議
案
内

容
略
〕（
未
完
）

【
史
料
４
】
一
九
〇
八
年
五
月
五
日
開
催
（『
山
陰
新
聞
』
一
九
〇
八
年
五
月
六
日
）

●
島
司
郡
市
長
会
議

昨
日
も
引
続
き
県
会
議
事
所
に
於
て
開
会
各
訓
示

事
項
を
協
議
し
午
後
一
時
閉
会
を
告
け
た
り
因
み
に
若
林
知
事
は
一
昨
夜
島

司
郡
市
長
一
同
を
中
原
松
崎
水
亭
に
招
し
て
饗
宴
を
催
せ
り

●
島
司
郡
市
長
会
議
案
（
続
）

▲
地
方
債
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
水
利
組
合
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
不
均
一
賦
課
を
避
く
へ
き
の
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
公
吏
の
犯
罪
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
罹
災
救
助
基
金
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
高
等
小
学
校
設
置
等
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
小
学
校
の
分
合
並
に
分
教
場
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
実
業
補
習
学
校
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
学
務
委
員
督
励
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
学
校
衛
生
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
小
学
校
教
員
増
俸
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
教
員
通
勤
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
教
育
資
金
貸
付
並
補
助
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
米
麦
作
奨
励
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕（
未
完
）

●
知
事
演
説
要
領
（
島
司
郡
市
長
会
議
に
於
て
）

今
回
諸
君
を
招
集
し
た
る
は
主
と
し
て
衆
議
院
議
員
選
挙
に
関
し
訓
示
す
る

所
あ
ら
ん
が
為
め
な
り

〔
以
下
演
説
内
容
略
。
続
報
は
五
月
八
日
・
九
日
付
に
掲
載
〕

【
史
料
５
】
一
九
〇
八
年
五
月
五
日
開
催
（『
山
陰
新
聞
』
一
九
〇
八
年
五
月
七
日
）

●
島
司
郡
市
長
会
議
案
（
続
）

（
に
カ
）

▲
桑
園
□
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
女
子
蚕
糸
業
教
育
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
森
林
組
合
奨
励
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
植
樹
奨
励
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
開
墾
制
限
禁
止
及
地
上
産
物
採
収
禁
止
の
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
山
林
原
野
火
入
之
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
産
業
組
合
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
銀
行
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
預
金
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕（
未
完
）

【
史
料
６
】
一
九
〇
八
年
五
月
五
日
開
催
（『
山
陰
新
聞
』
一
九
〇
八
年
五
月
八
日
）

●
島
司
郡
市
長
会
議
案
（
続
）

▲
漁
村
経
済
の
維
持
発
達
に
関
す
る
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
遠
洋
漁
業
奨
励
及
漁
船
改
良
の
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
輸
出
水
産
物
奨
励
の
件
〔
議
案
内
容
略
〕

七
八

初
代
松
江
市
長
・
福
岡
世
徳
文
書
（
九
）（
福
岡
世
徳
文
書
研
究
会
）
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▲
養
殖
奨
励
及
蕃
殖
保
護
に
関
す
る
取
締
の
件
〔
議
案
内
容
略
〕

▲
衛
生
に
関
す
る
件

虎
列
刺
予
防

赤
痢
予
防
「
ペ
ス
ト
」
予
防

種
痘

医
師
会
〔
各

議
案
内
容
略
〕（
完
）

右
の
中
、
一
九
〇
八
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
島
司
郡
市
長
会
議
に
つ
い
て
、
福

岡
世
徳
は
本
冊
で
翻
刻
紹
介
し
た
と
お
り
「
公
務
手
帳
」
に
そ
の
内
容
と
く
に
「
議

案
」
を
書
き
記
し
て
お
り
、『
山
陰
新
聞
』
も
知
事
の
訓
示
演
説
と
と
も
に
「
議
案
」

を
詳
細
に
報
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
議
案
」
項
目
に
つ
い
て
は
、
若
干
の

異
同
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
公
務
手
帳
」
冒
頭
の
「
一
社
會
主
義
ニ
関
ス
ル
事

八
束
郡
長

有
沢
女
教
員
」「
一
行
啓
紀
念
日
ニ
関
ス
ル
事
」
に
つ
い
て
は
、『
山

陰
新
聞
』
で
は
報
道
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
と
く
に
前
者
は
秘

密
会
と
し
て
新
聞
に
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
（
地
方
長
官
会
議

に
お
い
て
も
、
そ
の
内
容
と
公
表
に
差
違
が
あ
る
こ
と
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
存

在
し
た
。
竹
永
三
男
二
〇
〇
八
年
参
照
）、
福
岡
世
徳
の
「
公
務
手
帳
」
は
、
そ
う

し
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
史
料
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
も
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
、
一
九
〇
七
年
に
行
わ
れ
た
嘉
仁
皇
太
子
の
山
陰
道
行
啓
に
つ
い
て
は
、

居
石
由
樹
子
が
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
（
居
石
由
樹
子
二
〇
〇
四
年
）、

『
山
陰
新
聞
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
行
啓
に
合
わ
せ
て
、
五
月
四
日
に
は
松
江
に
電
話

が
開
通
し
、
松
江
市
会
議
事
所
で
行
わ
れ
た
「
松
江
電
話
開
通
式
」
で
福
岡
世
徳

市
長
が
式
辞
を
述
べ
て
い
た
。

ま
た
、
行
啓
直
前
に
は
、
第
二
次
西
園
寺
公
望
内
閣
の
原
敬
内
務
大
臣
が
受
け

入
れ
準
備
を
視
察
・
確
認
す
る
た
め
に
事
前
視
察
を
行
っ
た
。
原
敬
は
、
そ
の
詳

細
を
日
記
に
記
し
て
い
る
が
（
山
陰
両
県
に
つ
い
て
は
『
原
敬
日
記
』
明
治
四
〇

年
五
月
三
日
〜
一
一
日
条
）、
こ
の
中
、
松
江
市
域
に
関
す
る
記
事
は
次
の
と
お
り

で
あ
っ
た
。

（
明
治
四
〇
年
五
月
）
○
六
日

安
来
町
ヲ
出
発
シ
馬
車
ニ
テ
松
江
ニ
赴
キ
宍
道
湖
ニ
面
セ
ル
皆
美
館
ト
云
フ

ニ
投
宿
シ
午
餐
後
県
庁
ニ
赴
キ
タ
リ
松
永
知
事
庁
内
高
等
官
并
ニ
郡
長
其
他

ヲ
集
メ
県
治
ノ
概
況
ヲ
具
申
セ
シ
ニ
因
リ
余
モ
之
ニ
対
シ
今
回
行
啓
ニ
関
ス

ル
準
備
ヲ
始
メ
将
来
此
地
方
面
目
ヲ
一
新
ス
ヘ
キ
動
機
タ
ル
ヘ
キ
旨
演
説
シ

タ
リ
、
嶋
根
県
立
松
江
中
学
校
、
同
高
等
女
学
校
、
同
師
範
学
校
、
同
商
業

学
校
ヲ
一
巡
シ
市
ニ
テ
数
年
前
建
築
セ
シ
旧
城
内
ニ
於
ケ
ル
御
旅
館
ヲ
検
分

シ
帰
途
物
産
陳
列
所
ニ
立
寄
リ
タ
リ
、
此
日
終
日
雨

安
来
ヨ
リ
松
江
ニ
到
ル
途
中
安
来
ニ
テ
御
旅
館
ニ
充
ツ
ヘ
キ
安
来
小
学
校
ヲ

検
分
シ
又
御
休
憩
所
タ
ル
ヘ
キ
荒
島
村
小
学
校
揖
屋
村
小
学
校
津
田
小
学
校

ヲ
巡
視
シ
タ
リ

夜
松
江
官
民
有
志
者
ニ
招
待
サ
レ
テ
臨
席
シ
一
場
ノ
演
説
ヲ
ナ
シ
タ
リ
頗
ル

盛
会
ナ
リ
キ

○
七
日

松
江
ヲ
発
シ
途
中
県
立
農
林
学
校
ヲ
巡
視
シ
御
昼
餐
所
タ
ル
ヘ
キ
八
束
郡
宍

道
村
木
幡
久
右
衛
門
方
ヲ
検
分
シ
同
所
ニ
テ
午
食
ヲ
ナ
シ
簸
川
郡
直
江
村
小

学
校
ヲ
巡
視
シ
今
市
町
ニ
テ
御
旅
館
ニ
充
ツ
ヘ
キ
遠
藤
嘉
右
衛
門
方
ヲ
検
分

シ
〔
以
下
略
〕

（『
影
印
原
敬
日
記
』
第
五
巻
、
北
泉
社
、
一
九
九
八
年
）

こ
こ
か
ら
は
、
原
敬
の
周
到
な
事
前
視
察
の
様
が
見
て
取
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の

行
啓
と
視
察
が
、
立
憲
政
友
会
の
地
方
基
盤
の
拡
充
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。
そ
の
こ
と
を
行
啓
を
迎
え
る
地
域
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
県
庁
で
の

演
説
で
「
今
回
行
啓
ニ
関
ス
ル
準
備
ヲ
始
メ
将
来
此
地
方
面
目
ヲ
一
新
ス
ヘ
キ
動
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機
タ
ル
ヘ
キ
」
と
原
敬
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
電
話
の
開
設
を
始
め
と
す
る
都
市

基
盤
整
備
な
ど
、
皇
太
子
行
啓
が
松
江
市
の
変
容
に
関
係
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
今
後
、
こ
の
点
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、「
公
務
手
帳
」
本
冊
も
、
鉛
筆
に
よ
る
走
り
書
き
の
部
分
が
多
く
、
加
え

て
用
紙
が
変
色
し
て
い
る
た
め
、
判
読
不
明
文
字
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
翻
刻
に

際
し
て
は
、
研
究
会
同
人
の
沼
本
龍
（
松
江
市
史
編
纂
室
）
が
解
読
し
た
も
の
を
、

研
究
会
同
人
が
検
討
し
、
当
面
の
確
定
版
を
作
成
し
た
。

（
竹
永
三
男
）

〔
参
考
文
献
〕

居
石
由
樹
子
『
久
し
く
待
ち
に
し

皇
太
子
嘉
仁
親
王
・
宍
道
行
啓
（
明
治
四
〇

年
）
の
記
録
』
宍
道
町
蒐
古
館
、
二
〇
〇
四
年

竹
永
三
男

「
地
方
長
官
会
議
に
関
す
る
覚
書
」
宮
川
秀
一
編
『
日
本
史
に
お
け

る
国
家
と
社
会
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年

竹
永
三
男

「
第
二
次
大
隈
重
信
内
閣
期
の
地
方
長
官
会
議
小
考
」『
部
落
問
題
研

究
』
一
六
七
、
二
〇
〇
四
年

竹
永
三
男

「
地
方
長
官
会
議
の
歴
史
的
研
究
と
地
方
長
官
会
議
関
係
文
書
」『
岡

山
県
立
記
録
資
料
館
紀
要
』
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年

〔
凡
例
〕

一

漢
字
は
原
文
ど
お
り
と
し
た
。

二

合
体
字
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
と
し
た
。

三

原
文
に
な
い
句
読
点
は
付
さ
な
い
。

四

不
明
文
字
・
判
読
不
能
文
字
は
、
字
数
に
従
い
、
□
□
、﹇

﹈
と
す
る
。

五

抹
消
文
字
は
二
重
抹
消
線
で
示
し
、
訂
正
文
字
を
原
文
に
従
い
左
右
に
記
し

た
。

六

文
字
サ
イ
ズ
は
同
一
と
し
、
割
注
の
み
小
さ
く
し
た
。

七
【
表
】
に
掲
げ
た
各
回
の
出
張
・
会
議
等
を
明
示
す
る
た
め
、
翻
刻
者
に
よ
っ

て
当
該
箇
所
に
《

》
を
付
し
た
小
見
出
し
を
設
け
た
。

八

単
純
な
計
算
式
を
記
載
し
た
部
分
は
、
判
読
不
明
箇
所
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、

翻
刻
せ
ず
〔
計
算
式
あ
り
〕
と
の
み
記
し
た
。

九

原
文
の
改
行
は
、
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
以
外
は
追
い
込
み
と
し
た
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
の
二
〇
一
三
年
度
山
陰
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
近
代
松
江
の
政
治
・
文
化
史
的
研
究
―
福
岡
世
徳
文
書
・
渡

部
寛
一
郎
文
書
の
調
査
・
整
理
・
翻
刻
・
分
析
を
通
し
て
―
」（
課
題
番
号
一
一
〇

三
、
研
究
代
表
者
・
竹
永
三
男
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
史
料
翻
刻
〕

公
務
手
帳
第
九
冊

〔
手
帳
奥
付
〕

明
治
三
十
九
年
十
二
月
十
二
日
印
刷
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
十
五
日
發
行

非
賣
品

編
輯
兼
發
行
者

小
林
忠
太
郎

日
本
橋
區
駿
河
町
一
番
地

合
名
會
社
三
井

銀
行
内

印
刷
者

齋
藤
章
達

日
本
橋
區
兜
町
二
番
地

印
刷
所

東
京
印
刷
株
式
會
社

日
本
橋
區
兜
町
二
番
地

電
話
浪
花

二
〇
五

一
三
二
五

一
二
二
二

（
縦
一
二
八
�

横
九
三
�
）

八
〇

初
代
松
江
市
長
・
福
岡
世
徳
文
書
（
九
）（
福
岡
世
徳
文
書
研
究
会
）
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〔
表
紙
貼
り
紙
〕

自
明
治
四
十
年
三
月
十
二
日

至
明
治
四
十
一
年
十
一
月

一
松
江
橋
■
修
繕
之
事

一
縣
會
議
員
招
待
之
事

一一
繰
延
上
京
費
八
束
郡

一
鉄
道
位
置
之
事

一
一
文
字
や
弁
當

本
町
四
丁
目
三
十
五
番

一
繪
は
か
き
の
事

一
岡
本
弥
勤
ノ
事

一
清
水
少
佐
献
納
盡
力
者
之
事

一
停
車
場
前
道
路
御
手
舩
場
ヘ
通
ス
ル
道

一
土
屋
弟
三
銀
行
ヨ
リ
十
六
日
ヨ
リ
十
八
日
�
国
■
其
他
交
渉

一
大
野
祝
賀
会
抔
之
事

〔
合
名
會
社
三
井
銀
行
營
業
案
内
あ
り
。
省
略
〕

（
付
箋
）

明
治

四
十
年

《
一
九
〇
七
年
一
月
二
〇
日
〜
三
月
二
〇
日

東
京
出
張
記
事
の
中
、
三
月
一
六
日
〜
二
〇
日
》

三
月
十
六
日
曇
土
曜

午
前
八
時
ヨ
リ
堀
田
石
本
陸
軍
次
官
陸
軍
省
参
謀
本
部
ニ
出
頭
多
納
光
儀
訪
問

帰
宿
其
後
一
時
ヨ
リ
落
合
少
将
大
竹
大
尉
訪
問
三
時
帰
宿
夕
刻
ヨ
リ
丹
波
屋
ニ
テ

会
食

一
金
四
拾
円

茶
代

一
金
弐
拾
円

召
使
中
へ

同
十
七
日
晴

日
曜

午
前
八
時
東
京
發
午
後
九
時
二
十
分
神
戸
着
吉
田
旅
店
ニ
投
ス

同
十
八
日
晴
月
曜

後
雪

午
前
七
時
廿
五
分
神
戸
發
十
時
四
十
分
岡
山
着
高
塚
ニ
テ
昼
飯
十
二
時
十
五
分

岡
山
發
午
後
二
時
半
津
山
着
直
チ
ニ
同
所
發
五
時
半
勝
山
着
岸
屋
ニ
投
ス

同
十
九
日
雪

火
曜

午
前
七
時
勝
山
發
十
一
時
新
庄
着
昼
飯
十
二
時
過
新
庄
發
八
時
過
米
子
着
米
五

館
ニ
投
ス

同
二
十
日
半
晴

水
曜
日

午
前
八
時
米
子
發
十
時
半
帰
松

三
子
爵
ノ
来
松
ノ
■
■
ヲ
喜
フ
地
方
ノ
幸
福
ナ
リ

由
来
本
県
ハ
交
通
不
便
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《
嘉
仁
皇
太
子
山
陰
道
行
啓
日
程
》

五
月
十
日

御
出
發

名
古
屋

御
泊

十
一
日

名
古
屋
御
出
發

舞
鶴
御
泊

十
二
十
三

十
四
日
○
午
前
八
時

午
後
六
時
御
着

蒸
氣
舩
ニ

○
舞
鶴
御
出
帆

美
保
湾

御
仮
泊

○
十
五
日
午
前
八
時
小
氣

舩
ニ

御
乗
替
九
時
境
御
上
陸

廿
一
日
午
後
零
時
一
時
廿
分
鳥
取
御
發
車
四
時
廿
分
米
子
御
着
同
所
ヨ
リ
御
馬
車

ニ
テ
御
出
發
六
時
三
十
分
安
来
御
着
御
泊
り

廿
二
日
午
前
八
時
安
来
御
出
發
十
二
時
松
江
御
着
午
後
御
休
養
御
着
ノ
節
若
ク
ハ

御
昼
食
後
伺
候
者
ニ
拝
謁
ヲ
賜
フ
廿
五
日
�
御
滞
在

一
製
造
場
御
覧
若
ク
ハ

御
使
ノ
事

一
御
手
植
之
事

一
御
肖
像
之
事

一
二
孤
児
院
並
盲
唖
学
校
ヘ
御
使
ノ
事

付
属
学
校

廿
三
日

午
前
九
時
ヨ
リ
懸
廰

師
範
学
校

商
業
学
校

午
後

二
時
ヨ
リ
第
一
中
学
校

商
業
学
校

高
等
女
学
校

廿
四
日

午
前

農
林
学
校

午
後

商
業
学
校

物
産
陳
列
所

廿
五
日

午
前
ノ
内

御
舟
遊

御
乗
舩
所

西
桟
橋

午
後

奉
拝
ハ
廿
三
廿
四
廿
五
日

午
前
九
時
御
出
門
ノ
際
刻
合
セ

廿
六
日

九
時
御
出
發
十
二
時
宍
道
二
時
三
十
分
御
出
發
四
時
今
半
今
市

廿
七
日

八
時
師
範
学
校
直
チ
ニ
出
雲
大
社
ニ
向
ケ
御
出
發

十
一
時
杵
築
御
着
大
社
御
参
拝
千
家
邸
御
昼
食
■

二
時
第
三
中
学

五
時
今
市

廿
八
日

八
時
御
出
門
田
儀
御
昼
食
二
時
御
出
發
五
時
大
田
御
着

廿
九
日

九
時
御
出
門
大
森
御
昼
食
二
時
御
出
發
大
家
御
泊

二

卅
日

九
時
御
出
門
江
津
御
昼
食
三
時
御
出
發
江
津
御
泊
り

卅
一
日

八
時
御
出
門
正
午
濱
田
御
着

六
月
一
日

午
前
九
時
御
出
門
第
三
中
学
校

高
等
女
学
校

同
二
日

午
前
九
時
御
出
門
廿
一
聯
隊

同
三
日

御
出
發

外
ニ

椅

御
旅
館
脇
通
り
ヘ
籐
椅
子
四
脚
ヲ
置
ク
事

一
蚊
帳
之
事

《
五
月
四
日
郡
市
長
会
議
》

五
月
四
日
郡
市
長
會
議
ノ
節
知
事
注
意

一
衛
生
ニ
注
意
之
事

一
御
旅
館
ヨ
リ
眼
界
入
ル
名
所
舊
跡
ノ
歴
史
名
称
取
調
ノ
事

一
御
旅
館
内
装
飾
之
事

一
行
啓
ニ
付
萬
事
注
意
之
事

一
中
学
校
授
業
料
之
事

一
貯
金
奨
励
之
事

一
出
雲
郡
長
ヘ
兵
営
寄
付
金
之
事

一
小
倉
�
一
郎
ノ
事
中
学
校
長

内
務
大
臣
来
松
ニ
付
準
備

一
生
花
ノ
花
器
卓
等

八
二

初
代
松
江
市
長
・
福
岡
世
徳
文
書
（
九
）（
福
岡
世
徳
文
書
研
究
会
）
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�

一
玄
関
沓
拭
ノ
事

一
装
飾
ノ
仮
装
ヲ
為
ス
事

一
内
務
大
臣
ヘ
捧
呈
諸
表
類

一
馬
潟
浚
渫
第
一
期
工
事
完
成
ノ
時
期

一
馬
潟
桟
橋
ノ
事

一
馬
潟
埋
立
地
處
分
ノ
事

一
水
道
設
計
技
師
招
聘
ニ
関
ス
ル
件

以
上

一
古
志
原
地
均
請
負
ニ
関
ス
ル
件

以
上

一
行
啓
奉
迎
費
始
末
之
事

一
兵
営
敷
地
ニ
関
ス
ル
事

本
月
十
五
日
見
切

残
リ
坪
数

航
路
第
五
号
杭
よ
り
西
長
九
十
間
中
十
五
間
此
立
坪
約
八
百
五
十
坪

舩
溜
リ
長
百
廿
間
中
十
二
間
此
立
坪
約
二
千
百
六
十
坪

合
計
約
三
千
十
坪

八

第
一
号
一
日
平
均

約
九
十
五
坪
五
合

島
根
号
一
日
平
均

三
十
坪

此
日
數
約
廿
四
日

奨
励
方
法

一
日
百
五
十
坪
以
上
ヲ
二
百
�
ニ
浚
渫
シ
タ
ル
日
ハ

事
ム
員
ニ
ハ

一
坪
ニ
付
二
厘

舩
員
ニ
ハ

一
坪
ニ
付
三
厘

二
百
坪
以
上
ノ
ト
キ
ハ
一
坪
ニ
付
一
厘
ヲ
増
ス

東
宮
殿
下
奉
迎
費
六
月
廿
二
日
�
支
拂

一
八
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇

此
処

六
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

市
内
寄
付

四
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

松
平
家
寄
付

二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

東
宮
職
下
付

二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

拂
物
代

小
計

一
四
、
〇
〇
〇
〇
〇
〇

梶
谷

大
島

田
中

植
田

沢
田

市二
人

土
谷

福
富

村
上

山
根
太
郎

久
保
田

芝
區
三
田
四
国
町
二
番
地
十
七
号

糸
原
武
太
郎

《
一
九
〇
七
年
一
一
月
一
八
日
〜
二
三
日

那
賀
郡
浜
田
出
張
》

明
治
四
十
年
十
一
月
十
八
日
出
發
濱
田
招
魂
祭
参
列
ニ
付
高
橋
助
役
ニ
指
示
ノ
件

一
学
校
設
備
ニ
付
学
事
会
開
会
準
備
之
事

一
誓
願
寺
鉄
道
敷
地
買
収
移
轉
料
ノ
事

一
屠
場
位
置
之
事

古
藤
献
上
物

一
火
葬
場
位
置
之
事

一
工
業
学
校
豫
算
更
正
市
会
ニ
内
議
ス
ル
事

一
横
濱
埋
立
設
計
変
更
交
渉
之
事
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衆
議
院
議
員
名
簿
調
査
之
事

一
練
兵
場
敷
地
献
納
願
調
印
ノ
事

十
八
日
曇

月
曜

（
原
欠
カ
）

午
后
一
時
半
出
發
三
時
四
十
分
庄
上
陸
五
時
半
古
志
着
大
黒
屋
ニ
投
ス

十
九
日
曇

午
後
雨

火
曜

午
前
六
時
二
十
分
古
志
發
十
一
時
四
十
分
大
田
着
磯
竹
屋
ニ
テ
昼
飯
零
時
十
分

大
田
發
五
時
大
家
着
山
根
方
投
宿

二
十
日
曇

水
曜
日

午
前
六
時
大
家
發
九
時
半
江
津
着
小
憩
十
時
江
津
午
後
二
時
過
濱
田
着
佐
々
木

ニ
投
ス
直
チ
ニ
車
ヲ
雇
各
所
訪
問
四
時
帰
宿
ス
○
井
川
懸
属
ノ
談
ニ

商
舩
會
社
山
岡
来
松
ノ
筈
ナ
リ
ト

廿
一
日
晴

木
曜
日

午
前
八
時
半
御
座
所
拝
見
十
時
ヨ
リ
招
魂
祭
ニ
臨
ミ
午
餐
ノ
饗
ヲ
受
ケ
十
二
時

帰
宿
午
後
一
時
半
濱
田
發
四
時
廿
五
分
有
福
ニ
着
門
名
寺
屋
敷
ニ
投
ス

廿
二
日
晴
曇

金
曜
日

午
前
七
時
半
有
福
發
午
後
一
時
半
大
家
着
山
根
ニ
テ
昼
飯
二
時
大
家
發
五
時
廿

五
分
大
田
着
磯
竹
屋
ニ
投
ス

廿
三
日
曇

土
曜

午
前
六
時
大
田
發
零
時
半
直
江
着
川
島
屋
ニ
テ
昼
飯
一
時
直
江
發
一
時
半
庄
原

ニ
着
ス
舩
已
ニ
發
ス
直
チ
ニ
宍
道
ニ
向
ヒ
二
時
着
乗
舩
四
時
帰
松
ス

○

一
授
業
料
始
末

一
特
別
所
得
税
増
率
一
件

一
工
業
学
校
追
加

以
上
収
入
関
係

一
桟
橋
ノ
事

一
乃
木
村
市
編
入
之
事

一
電
燈
之
事

一
使
丁
被
服
之
事

一
土
蔵
ノ
事

一
火
災
ノ
節

出
頭
之
事

一
公
衆
便
所
之
事

一
漁
業
網
之
事

一
家
屋
税
賦
課
徴
戒
之
事

《
一
九
〇
八
年
一
月
二
〇
日

島
司
郡
市
長
会
議
》

明
治
四
十
一
年
一
月
二
十
日
島
司
郡
市
長
会
議

《
一
九
〇
八
年
二
月
二
〇
日
〜
三
月
五
日

市
内
小
学
校
巡
視
》

二
月
廿
日

高
等
小
学
校
巡
視

一
各
教
室
装
飾
之
事

一
女
子
四
年
生
受
持
之
事

一
実
地
授
業
之
事

一
福
庭

少
數
賀
之
事

二
月
廿
一
日

内
中
原
小
学
校
巡
視

一
各
教
室
ニ
誠
実
ノ
二
字
ヲ
掲
ル
事

（
マ
マ
）

マ
ヅ
シ

一
貪
ノ
字
ノ
事

八
四
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代
松
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福
岡
世
徳
文
書
（
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徳
文
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二
月
廿
五
日

北
堀
学
校
巡
視

校
訓正

直

紀
律

自
治

一
二
年
級
ニ
ハ
片
假
名
ニ
テ
示
ス

三
月
二
日

－

白
潟
小
学
校

一
教
員
生
徒
共
發
音
言
語
ニ
頗
ル
注
意
シ
居
ル
如
ク
見
ユ

一
校
訓
様
ノ
事
ナ
シ
唯
各
教
室
塗
板
ヨ
リ
上
ニ
黒
塗
小
札
ニ
白
ニ
テ
姿
勢
ノ
二

字
ヲ
記
載
尤
一
二
学
年
ハ
假
名
ニ
テ

一
新
田
俊
文
受
持
ノ
組
聲
頗
ル
低
ク
聞
ヘ
通
ル
事
ア
リ
注
意
シ
置
ク

一
一
二
学
生
ハ
男
女
混
淆
ニ
テ
二
組
ニ
分
ツ

三
月
二
日
母
衣
尋
常
学
校
巡
視

一
大
野
督
義
一
学
年
男
生
引
受

一
一
二
ノ
教
室
教
員
聲
低
ク
随
テ
生
徒
ノ
聲
モ
低
稍
不
活
発
ノ
感
ア
リ

一
校
訓
体
操
場
ニ
掲
ク

正
直
ニ
セ
ヨ

ヨ
ク
勉
メ
テ
ヨ
ク
遊
ベ
ヨ

自
分
ノ
コ
ト
ハ
自
分
テ
セ
ヨ

（
マ
マ
）

禮
義
ヲ
正
シ
ク
セ
ヨ

誰
ニ
モ
親
切
ニ
セ
ヨ

何
コ
ト
モ
出
来
ル
マ
テ
ヤ
レ
ヨ

ヨ
イ
国
民
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
心
懸
ケ
ヨ

各
学
校
共
各
教
室
ニ
挿
花
ア
リ
枯
レ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ア
リ

三
月
五
日
雑
賀
学
校

一
讀
方
ノ
調
子
ニ
注
意
ヲ
加
フ
ル
如
ク
見
ユ

一
日
本
カ
支
那
ニ
勝
チ
タ
ル
タ
ル
理
由
ノ
説
明

校
訓

一
本
気
テ
ヤ
レ

一
協
同
一
致
テ
ヤ
レ

一
自
分
ノ
事
ハ
自
分
テ
ヤ
レ

〔
計
算
式
あ
り
〕

佐
々
木
英
雄

福
庭
正
一

内
村
久
太
郎

前
田
ユ
キ

白
石
金
三
郎

一
高
等
小
学
年
限
之
事

一
実
業
補
習
学
校
之
事

知
事
之
話

一
兵
営
献
納
費
ヲ
市
費
支
弁
之
事

一
藝
妓
税
ノ
事

《
一
九
〇
八
年
五
月
四
日

郡
市
長
会
議
》

四
十
一
年
五
月
四
日
郡
市
長
会
議

一
社
會
主
義
ニ
関
ス
ル
事八

束
郡
長

有
沢
女
教
員

一
行
啓
紀
念
日
ニ
関
ス
ル
事
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訓
辞一

衆
議
院
議
員
選
挙
ニ
関
ス
ル
事

前
ニ
通
牒
ア
リ

一
仝
上
警
察
官
看
守
請
求
ノ
事

一
地
方
課
税
ノ
制
限
並
地
方
経
営
ニ
関
ス
ル
件

一
市
町
村
豫
算
中
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ヽ
進
達
ニ
関
ス
ル
件

一
地
方
債
ニ
関
ス
ル
件

一
水
利
組
合
ニ
関
ス
ル
件

一
不
均
一
賦
課
ヲ
避
ク
ヘ
キ
件

一
公
吏
ノ
犯
罪
ニ
関
ス
ル
件

一
罹
災
救
助
基
金
ニ
関
ス
ル
件

一
兵
役
義
務
之
件

一
高
等
小
学
校
設
置
ニ
関
ス
ル
件

一
小
学
校
ノ
分
合
並
分
教
場
ニ
関
ス
ル
件

一
実
業
補
習
学
校
ニ
関
ス
ル
件

一
学
務
委
員
督
励
ニ
関
ス
ル
件

一
学
校
衛
生
ニ
関
ス
ル
件

一
小
学
校
教
員
増
俸
ニ
関
ス
ル
件

一
教
員
通
勤
ニ
関
ス
ル
件

一
教
育
資
金
貸
付
並
補
助
ニ
関
ス
ル
件

一
米
麦
作
奨
励
ニ
関
ス
ル
件

一
耕
地
整
理
ニ
関
ス
ル
件

一
桑
園
ニ
関
ス
ル
件

一
女
子
蚕
糸
業
教
育
ニ
関
ス
ル
件

一
森
林
組
合
奨
励
ニ
関
ス
ル
件

一
植
樹
奨
励
ニ
関
ス
ル
件

一
開
墾
制
限
禁
止
及
地
上
産
物
採
取
禁
止
ノ
件

一
山
林
原
野
火
入
之
件

一
産
業
組
合
ニ
関
ス
ル
件

一
銀
行
ニ
関
ス
ル
件

一
預
金
ニ
関
ス
ル
件

ギ
ヨ

一
漁
村
経
済
ノ
維
持
発
達
ニ
関
ス
ル
件

一
遠
洋
漁
業
奨
励

一
輸
出
水
産
物
奨
励
ニ
関
ス
ル
件

一
養
殖
奨
励
及
蕃
種
保
護
ニ
関
ス
ル
取
締
ノ
件

一
衛
生
ニ
関
ス
ル
件

虎

赤

ペ

痘

外
ニ

一
地
方
官
会
議
ニ
於
ケ
ル
大
蔵
大
臣
演
説

（
軍
欠
カ
）

一
陸
大
臣
口
演
草
記

一
尚
武
會
追
加
豫
算

（
朱
書
）
丶
一
義
勇
艦
隊
ニ
関
ス
ル
事

以
上

若
林
知
事
ヘ
陳
情
ス
ヘ
キ
事
項

一
大
橋
川
桟
橋
之
事

付
疏
浚

一
大
橋
仮
橋
之
事

一
松
崎
水
亭
沖
埋
立
之
事

一
大
橋
下
漁
場
之
事

一
兵
営
道
路
之
事

一
市
殖
産
之
事

羽
二
重

経
木
真
田

一
愛
国
婦
人
會
等
督
励
セ
ラ
ル
ヽ
歟

一
横
濱
浚
埋
立
ニ
関
ス
ル
件
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一
兵
営
寄
付
金
市
費
支
弁
之
事

一
藝
妓
税
月
々
鑑
札
ヲ
渡
ス
事

教
育
之
カ
為
メ
ニ
發
展
シ
実
業
之
カ
為
ニ
振
興
シ
之
カ
為
メ
其
光
ヲ
増
セ
リ

一
狩
野
ニ
返
答
之
事

付
大
蔵
省
告
示
ヲ
見
ル
事

伊
藤
経
理
部
長
談

一
聯
隊
長
ヘ
委
任
ハ
一
纏
メ
千
円
以
下
ノ
物
タ
ル
事

一
物
品
用
達
ハ
可
相
成
各
種
ノ
物
ニ
付
申
付
度
事

一
■
品
仮
令
少
量
ノ
物
ヲ
買
入
ル
場
合
ハ
物
品
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
其
者
ヨ
リ
調

達
セ
シ
ム
ル
事

（
衍
カ
）

（
ニ
欠
カ
）

一
主
食
物
即
米
麦
馬
糧
ハ
経
理
部
部
よ
り
直
チ
買
入
ル
ヽ
事

一
一
纏
メ
千
円
以
上
ノ
物
ハ
醤
油
ノ
類
ナ
リ

一
兵
卒
ノ
採
代
ハ
一
日
六
銭
九
厘
ナ
リ

但
米
麦
代
ノ
差
、
消
炭
、
残
飯
等
ノ
代
ヲ
以
テ
補
ヒ
八
銭
位
ト
ナ
ル

一
豚
モ
之
ヲ
用
フ
豚
肉
ハ
脛
肪
部
三
部
赤
肉
七
歩
ノ
割
合
ナ
リ

一
聯
隊
所
在
地
ニ
経
理
部
ノ
派
出
所
ヲ
置
キ
普
通
事
務
ハ
聯
隊
ノ
主
計
上
者
ニ
委

任
シ
特
別
買
物
抔
ア
ル
時
キ
経
理
部
ヨ
リ
出
張
之
ヲ
處
理
ス

一
食
牛
飼
養
方
之
事

力
役
ヲ
廃
シ
テ
後
凡
ソ
三
週
間
計
リ
牛
舎
暗舎

ニ
テ
飼
養
日
々
適
宜
ノ
運
動
ヲ
為

サ
シ
メ
然
ル
後
屠
殺
ス
ル
事

行
政
整
理

七
月
十
五
日
限
リ
差
出
ス
事

一
既
ニ
実
行
ノ
事
ハ
調
査
済
ミ
ヲ
別
ニ
シ
テ
提
出
猶
引
用
ノ
法
令
等
ハ
参
考
ト

シ
テ
出
ス
事

一
必
シ
モ
一
緒
ニ
非
サ
ル
モ
出
来
タ
ル
丈
ケ
ヲ
出
ス
事

一
義
勇
艦
隊
八
月
十
五
日
限
リ
整
理
ノ
事

一
酒

末
次

内
藤
文
蔵

秦
久
蔵

和
田
見

瀧
川
福
之
助

一
野
菜

八
束
郡
長

元
材
木

渡
部
儀
太
郎

一
薪
炭

八
束
郡
長

川
島
勝
蔵

和
泉
豊
吉

天
野
佐
一
郎

天
野
佐
一

一
醤
油
味
噌

末
次

井
原
武
三
郎

○
山
本
権
七

和
田
見

門
脇
秀
次
郎

一
魚
類

白
潟
魚
町

高
木
福
次
郎

中
原

坂
田
森
之
助

新
材
木

山
田
栄
太
郎

西
茶

佐
々
木
清
助

甚

元
材
木

大
野
長
五
郎

一
菓
子
餅

山
本
誠
兵
衛

石
原
由
太
郎

遠
藤
傳
太
郎

一
饂
飩
蕎
麦

雑
賀

竪
町

上
田
竹
之
助

乃
木

植
田
新
蔵
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一
牛
鍋

飯
野
飯
蔵

松
井
作
之
助

一
被
服

山
本
誠
兵
衛

一
干
物

○
田
中
助
次
郎

中
西
惣
三
郎

一
牛
肉

雑
賀
三
丁
め
五
百
三
十
四
番

四

○
伊
藤
徳
次
郎

雑
賀
本
丁
八
十
五
番

糀
覚
太
郎

熊

一
豆
腐

植
田
見
太
郎

松
浦
金
次

石
倉
喜
次
郎

一
石
炭

山
本
誠
兵
衛

木
村
竹
之
助

一
筆
墨
紙

奥
村
久
太
郎

林
豊
次
郎

岩
見
忠
兵
衛

○
織
原
万
次
郎

一
紙

織
原
万
次
郎

小
西
佐
助

○
一
斬
髪

雑
賀

金
津

谷
徳
之
助

一
糧
秣

飯
野
飯
造

和
泉
豊
吉

一
糧

板
垣
徳
之
助

馬
糧

鳥
谷
常
太
郎

賄
人

一
将
校
集
会
所
料
理
人

○
西
尾
勝
太
郎

一
弐
円
五
十
六
銭

石
見
聯
隊
長
舩
中

元
税
務
署
土
蔵
移
轉
料

二
百
八
十
五
円

一
温
泉
ノ
條
件

一
従
来
社
之
負
債
ハ
勿
論
将
来
借
リ
入
ル
ヘ
キ
金
ニ
付
テ
モ
総
テ
社
ノ
負
債
ト
シ

個
人
ニ
ハ
義
務
ヲ
負
ハ
サ
ル
事

一
将
来
借
リ
入
ヲ
要
ス
ル
金
ハ
総
テ
銀
行
ヨ
リ
繰
替
ヲ
願
フ
事

一
社
負
債
整
理
ノ
為
メ
四
五
年
之
間
ハ
利
子
ノ
配
當
ヲ
為
サ
ス
シ
テ
速
ニ
負
債
ヲ

（
マ
マ
）
仕
拂
フ
事

《
山
陰
線
敷
設
経
費
関
係
》

四
十
一
年
度
山
陰
東
西
線
費

凡
三
百
九
十
万
円

此
内

二
百
廿
万
円
ヲ
西
線
即
チ
香
住
以
西
今
市
�
ノ
費
用
ニ
宛
ツ
ル
コ
ト
ト
ス

繰
延
ノ
結
果百

六
十
四
万
円
ト
為
ル
ト
シ
テ
更
ニ

此
内
ヲ
減
セ
ン
コ
ト
ヲ
米
子
出
張
所
通
知
ア
リ

右
百
廿
万
ニ
テ
ハ
猶
二
十
万
円
ノ
不
足
ヲ
生
ス
ル
カ
故
ニ
之
ヲ
減
ス
ル
能
ハ
サ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
右
二
十
万
円
ノ
不
足
ヲ
補
ハ
レ
ン
コ
ト
ヲ
政
府
ニ
要
求
ス
レ
ト
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モ
応
セ
ス
依
テ
出
張
所
ヨ
リ
昨
年
度
ニ
於
テ
ハ
西
線
ニ
於
テ
十
九
万
円
ノ
残
額

ア
ル
ニ
依
テ
之
ヲ
支
出
シ
テ
貰
ヒ
度
旨
ノ
要
求
ニ
對
シ
僅
カ
ニ
十
二
万
円
ヲ
支

鳥
取

出
ス
ル
コ
ト
ト
為
ル
而
シ
テ
猶
八
万
円
ノ
不
足
ア
リ
テ
浦
富
香
住
間
十哩

ノ
工
事
中

隧
道
中
ノ
工
事
ヲ
為
ス
能
ハ
ス

定

香
住
ノ
西
簗
井
隧
道
ニ
三
年
ノ
継
続
工
事
ト
シ
テ
来
年
度
ヨ
リ
着
手
ノ
予
淀
ナ

ル
ニ
之
ヲ
実
行
セ
ス
東
線
ノ
費
用
ヲ
西
線
ニ
廻
ス
事

東
京
淀
橋
町
柏
木
四
百
五
番

石
原
三
郎

平
田
大
尉

山
本
誠
兵
衛

石
倉
喜
一
郎

十
月
卅
一
日
宮
田
少
佐

一
潰
し
麦
之
事

一
厩
之
事

一
残
飯
之
事

一
司
令
部
前
道
路
之
事

一
傳
染
病
報
告
之
事

一
烟
草
文
具

一
殖
産

一
産
業
組
合

〔
計
算
式
あ
り
〕

庄
原
一
番
六
、
三
〇

二
番
八
、
二
〇

同
最
終

四
、
二
〇

佐
々
木
正
次
郎

松
江
ヨ
リ
大
田
十
八
里

大
森
二
十
里
半
餘

《
一
九
〇
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
一
一
月
二
八
日

浜
田
出
張
》

明
治
四
十
一
年
十
一
月
二
十
二
日
出
發
濱
田
行

一
金
弐
拾
六
円
六
十
銭

一
週
間
旅
費

一
金
六
十
六
銭

別
持
出

〆
一
金
壱
円

大
橋
桟
橋
ニ
テ
車
夫
ニ
内
渡

一
金
弐
円

江
津
ニ
於
テ

一
金
弐
円

佐
々
木
ニ
テ

一
金
壱
円

庄
原
ニ
於
テ

一
郡
市
長
会
議
ノ
結
果

一
五
十
八
名

三
島
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Works of Fukuoka Tsukinori（9）：
the first Mayor of Matsue City

Research Project on Works of Fukuoka Tsukinori

〔A b s t r a c t〕

Tsukinori Fukuoka（1848−1927）was the first Mayor of Matsue City. He made efforts to

promote the development of Matsue during his term of office（1889−1911）, and wrote such

official affairs in his pocketbooks. This document is one of his pocketbooks, and we can per-

ceive the bill of the conference of the island and rural governer and mayor of Shimane Pre-

fecture, and also his careful inspection of primary schools of Matsue City.

Keywords：Fukuoka Tsukinori, the first Mayor of Matsue City,

the conference of the island and rural governer and mayor,

an inspection of primary schools
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